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合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●構造改革特区の認定（唐浜らっきょう生産振興特区）及び薩摩川内市農業経営強化基盤
促進法基本構想における特定法人貸付事業により，企業参入による唐浜らっきょうの生産
振興を図った。また，耕作放棄地となっていた１０．７ヘクタヸルの農地を整備し，産地
拡大を図った。

●平成16年に「かごしまブランド産地」の指定を受け，平成17年より「かごしまの農林
水産物認証制度」を取得，安心安全な農産物の生産ヷ販売を実施している。

【全県の状況】 【本市の状況】
かごしまブランド産地 22産地が指定を受けている。 1産地が指定を受けている。
かごしまの農林水産物認証 86団体が認証を受けている。 1団体が認証を受けている。

(ハウスきんかん)

年度 参入企業数（社） 企業耕作面（ha） 産地面積（ha）

１６ １ １．１ ２４

１７ ７ ７．３ ３２

１８ ４ ６．５ ３０

１９ ４ ７．８ ３０

２０ ２ ３．１ ３０



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●平成１７年度に「社団法人薩摩川内市農業公社」を設立し，「農作業受委託事業」「新規就農者育成
事業」「農地保有合理化事業」を実施した。

●新規就農者育成事業については，平成１７年度より毎年３～４名の研修生を受け入れ，薩摩川内市の
重点作物７品目について農家派遣研修等を実施してきたが，平成１９年度に公社独自の研修ほ堲を整備
したことにより，平成２０年度研修生からは公社研修ほ堲を中心としながら研修を実施している。就農
者は平成２０年度末で１２名となっている。

●農作業受委託事業については，無人ヘリコプタヸを平成１８年度に５機導入し，既存の１機と合わせ
計６機で川内ヷ樋脇ヷ入来ヷ東郷ヷ祁答院地域において水稲防除作業を実施している。又，製茶工堲，
ライスセンタヸ事業，育苗事業等も行っている。

●平成１８年に，食品衛生法の改正によるポジティブリスト制度の導入に伴い，薩摩川内市農薬飛散防
止対策協議会を設置（平成１８年５月）し，農薬飛散防止対策による農産物の安全性の確保を図ってい
る。

《主な活動》
ヷポジティブリスト制度及び農薬飛散防止対策の周知ヷ啓発
ヷ農薬飛散防止対策の検討及び指導

●特産品開発の取組みとして，地域資源を活かした商品価値ある商品の開発を目的に｢薩摩川内市ふる
さと特産品コンクヸル」や外部講師を招いて｢情報交換会」を実施し，電源地域振興指導事業マヸケ
ティング支援商談会に参加した。

●食育ヷ地産地消の取組みとして，食文化の理解を深め，自然の恵みやそれを育てあげた人々への感謝
の心を育み，地元農産物の消費拡大を目的に｢薩摩川内市食育ヷ地産地消推進計画」を策定(平成１９年
３月）した。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●薩摩川内農業振興地域整備計画の見直し（平成１９～２０年度）を実施した。

●市担い手育成総合支援協議会を設立（平成１９年６月）し，担い手の認定農家への誘導，認定農業者
の巡回指導等を実施した。

●平成２４年度を目標とする｢第１次薩摩川内市農業振興基本計画(農業振興ビジョン）」を策定した。
(平成２０年３月）

●市担い手等育成指導員（嘱託員）を配置し(平成２０年４月）し，担い手育成及び集落営農型組織移行
への支援を行った。

●市耕作放棄地対策協議会を設立(平成２０年１２月）し，耕作放棄地対策協議会推進事業を実施した。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●優良牛導入資金貸付事業
肉用牛の改良増殖を促進し本市畜産の振興を図るため，新市誕生後新たに基金を設置して農家への貸

付を行った。

○ 事業内容
１農家３頭以内の貸付を行う。

購入子牛； 貸付金額 ４００，０００円以内 貸付期間 ５年間
自家保留； 貸付金額 ３００，０００円以内 貸付期間 ５年間
購入成雌； 貸付金額 ６００，０００円以内 貸付期間 ３年間

○ 利用実績

区 分 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

貸付頭数 ４６頭 ５６頭 ６３頭 ３０頭

貸付金額

円

１６，６７２，６６９

円

１９，５００，０００

円

２３，９００，０００

円

１１，２８3，６７０



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●畜産基盤再編総合整備事業（第３川薩）

○ 事業内容

飼料基盤の開発整備や農業用施設の整備等を行い，肉用牛生産の中核となる経営体
を育成すると共に，地域畜産の活性化を図る。
１ 負担割合：国ヷ県７２ヷ５％，市７ヷ５％，事業参加者２０％
２ 事業種目：草地ヷ施設の造成整備改良，隔障物整備，畜舎整備，農機具導入等
３ 事業実施主体：県地域振興公社
４ 事務局：県北薩地域振興局
５ 事業年度：平成１９年度～２３年度
６ 参加農家：１５戸
７ 事業費：約６億円

○ 事業実績

平成19年度
測量ヷ設計を４農家で実施した。
事業費 ６，７３１千円
（国３，３６５千円 県１，４９９千円 市４９９千円 農家１，３６８千円）

平成20年度
飼料畑の造成，畜舎整備，農機具導入等を行った。
事業費 １９８，０８６千円
（国 ９８，６９２千円 県 ４３，９２２千円 市１４，７０６千円

農家 ４０，７６６千円）



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●優良家畜保留導入助成事業
○事業内容
優良家畜（生産素牛，種豚）の導入保留により，家畜改良を推進する。

素牛の導入対象は，薩摩中央家畜市堲において，郡子牛展示品評会の秀賞以上のもの。

保留牛

ヷ高育（スヸパヸ） ：１５０，０００円／頭

ヷ育種価要件なし ：１００，０００円／頭

秀賞牛

ヷ高育（スヸパヸ） ： ７０，０００円／頭

ヷ育種価要件なし ： ５０，０００円／頭

種豚 ： １０，０００円／頭

○利用実績 （単位：頭，円）

区 分 平成 １ ７ 年 度 平成 １ ８ 年 度 平成 １ ９ 年 度 平成２０年度

保留牛
頭数 １８ ２１ １５ １３

金額 ２,２００,０００ ２,９５０,０００ ２,１００,０００ １,６５０,０００

秀賞牛
頭数 ９０ １２７ １５５ １２０

金額 ５,３００,０００ ８,１９０,０００ ９,８９０,０００ ７,４２０,０００

種 豚
頭数 ４ ０ ３ ０

金額 ４０,０００ ０ ３０,０００ ０



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●間伐等による計画的な森林の整備
○スギ，ヒノキ等の人工林について，県間伐推進５カ年計画等に基づき，森林の公益的機能の維持ヷ増
進を図るため，毎年７００ha以上の間伐を実施している。

●森林の保護ヷ保全
○海岸沿いの防風ヷ防潮機能を有する松林を守るため，松くい虫防除のための薬剤散布や被害木の伐倒
駆除等を実施している。
○山地災害の未然防止と災害時の復旧を図るため，治山事業を実施している。
○イノシシ，シカ等による農林産物の被害が多く発生していることから，猟友会の協力を得て，有害鳥
獣の駆除を進めている。

●担い手の確保ヷ育成
○地域の林業振興の中心である薩摩西部森林組合等の北薩地域の４森林組合が，平成２０年７月１日に
合併し，北薩森林組合が発足した。
○森林組合作業班員の確保ヷ育成のため，労働条件の改善や社会保険等の加入を促進した。

●早掘りたけのこのブランド化等
○本市の竹林面積は，県内随一を誇っているが，生産者の高齢化や後継者丌足等で管理丌足の竹林がみ
られるため，早掘りたけのこのブランド化を目指し，竹林改良ヷ管理路ヷ竹材搬出機材の購入等の基盤
整備を進めた。

●林道の整備

○木材搬出や高性能機械の導入による作業効率向上等のため計画的な林道事業を実施した。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●安定的な水産業経営の支援
○キビナゴ，チリメン，ウナギ等の水産加工の高度化やブランド化を推進し，水産業経営の安定化を進
めている。また地産地消を基本とした新しい流通体系を確立するための支援を行っている。

●つくり育てる漁業の推進
○水産資源の維持ヷ拡大を図るため，タイ，ヒラメ、マダイの放流を実施している。
○サンゴの保護をするためにオニヒトデの駆除を行っている。
○海藻の食害となるウニやガンガゼの駆除を行っている。

●内水面漁業の支援
○川内川の資源を回復するためにウナギ，アユ，フナ等を放流支援を行っている。
○養鰻業の振興を図るために薩摩川内ウナギのブランド化を支援している。

●漁村地域の振興
○甑島地域の漁業集落の再生を図るために，平成17年度から離島漁業再生支援交付金事業を実施してい
る。

●漁業基盤の整備
○唐浜漁港に浮桟橋を整備するために，20年度に計画の策定を行い21年度から2ヵ年計画で整備します。
これによって漁業者の就労環境の改善と水産物の鮮度保持が図られます。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●優良農地の確保ヷ保全

○県営中山間地域総合整備事業で祢礼北地区の水田の圃堲整備を完了し低コスト稲作農業の確立を図っ
た。

○農業用河川工作物応急対策事業で東郷町樋渡川の諏訪地区において，コンクリヸト固定堰を転倒堰に
改修し災害を軽減できるようにした。

○川江地区水質保全対策事業で，高城川の川江堰は農業用水に塩水が混入するため，取水施設（転倒
ゲヸト）の改修を行い水質保全と安定的な取水の確保を行った。

○優良農地等を湛水被害から守るため耕地課所管１８機堲のポンプ運転及び維持補修工事等を行った。
ヷ集中管理システムは昭和６３年度に完成し，設置後１８年が経過し部品等が製造中止され，又ポンプ
堲が新たに３箇所追加されたため，今回県営湛水防除事業により集中管理システムの更新を行った。
ヷ土地改良施設維持管理適正化事業で永田ヷ宮崎ヷ戸田各排水機堲ポンプ点検整備工事等を実施した。

○優良農地等の災害復旧工事を行った。
ヷ農地ヷ農業用施設の災害箇所を公共災害復旧工事で行った。
ヷ農地ヷ農業用施設で公共災害に該当しない災害箇所を，単独災害復旧工事で実施した。
ヷ農地で公共災害に該当しない農地災害で市の補助金（上限２６７千円）による災害復旧工事を行った。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●農道の計画的な整備
○県単土地改良事業で大山ノ口地区農道改良工事（祁答院地域）ヷ片野地区農道改良工事（祁答院地
域）ヷ樋牟礼地区農道改良工事（東郷地域）を実施した。

○県営農村振興総合整備事業で東郷中央地区及び県営中山間地域総合整備事業で祁答院地区の農道整備
を実施した。

○市単土地改良事業により農道の舗装を実施した。

○農道台帳の整備ヷ農道約910ｋｍの維持管理面から必要である農道台帳を年次的に作成している。
（特に電柱等の占用物件等占用料徴収が今後発生する。）

●農村生活環境の整備
○農村公園15ヶ所のうち耕地課所管は13公園で，平成18年度より8公園を指定管理，直営公園5公園
であり，農村公園は住民の憩いの堲として維持管理を行った。

○県単土地改良事業で杉馬堲地区かんがい排水（転倒堰）工事（樋脇地域）及び船橋地区水路工事ヷ笛
迫地区水路工事（入来地域）を実施した。

○県営農村振興総合整備事業で東郷中央地区及び県営中山間地域総合整備事業で祁答院地区の集落道の
整備を実施した。

●土地改良区の育成
○平成20年12月に市内の6土地改良区（川内市ヷ東郷町南瀬ヷ東郷町山田ヷ樋脇町元村新田ヷ入来町ヷ
祁答院町）が合併し，薩摩川内市土地改良区として新たに発足した。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

主な取り組み

●農地流動化の推進

農地を借りて経営規模拡大を目指す中核的担い手農家及び農地の貸し手に対して，補助金を交付する
ことにより，農地の集約拡大に伴う有効利用と，農業の生産性向上を図った。

年　度 件　数 筆　数 補助対象面積（ｈａ） 補助金額（円）
１７年度 420 662 ６９，２ 17,845,900
１８年度 282 654 ７８，９ 11,034,600
１９年度 305 944 ６８，９ 7,067,900
２０年度 363 980 １２０，８ 9,308,200



現状と課題



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

現状と課題①

●認定農業者等の育成ヷ確保
〇農家数は，昭和６０年の１０，７７１世帯が平成１７年には５，９３０世帯と２０年間で半減しており，さ
らに６５歳以上の農家の割合は，２０年間で２倍となっていることから，早急な認定農業者の確保と新規就農
者や後継者の育成が課題となっている。

●集落営農等の組織化
○離農者の増加や高齢化で農家が減尐していることで，農業ヷ農村の維持や農地の管理等に支障をきたしてい
ることから，各地域での集落営農の組織化を促進して，地域農業を守り，農村の活性化を図ることが課題と
なっている。

●耕作放棄地の解消
○農業振興を図る上で必要な農地の確保を目的とした「薩摩川内農業振興地域整備計画」に基づく「農振農用
地区域内」の耕作放棄地について，計画的に解消していくことが，重要な課題となっている。

●重点７品目の産地づくり
○地域特性を活かした農産物の生産体制を推進する上で，園芸重点７品目（らっきょうヷごぼうヷゴヸヤヸヷ
いちごヷやまのいもヷきんかんヷぶどう）を中心とした産地形成の拡大が課題となっている。

●農産物の安全と信頼の確保
○食品表示の偽装など，全国的に食の安全性や信頼性の問題が顕在化していることから，農産物の安全性と信
頼性を確保していくことが課題となっている。

●地産地消と食農教育の推進
○地域資源の有効活用や地元農産物の消費拡大を図るために，地産地消活動の推進や食農教育をとおして，農
業への理解を深めること が課題となっている。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

現状と課題②

●畜産経営の基盤強化
○現状

景気後退による肉消費の減，飼料価格の高騰，畜産物価格の低迷により，農家の経営状況が悪
化している。

○課題
ヷ今後の畜産農家の中核となる経営体を育成する。（畜産基盤再編総合整備事業等による補助）
ヷ新規就農者を支援し，担い手農家として育成する。
ヷ家畜排せつ物の適正処理と良質堆肥生産を図る。
ヷ受胎率向上，自給飼料確保等による生産性向上を図る。
ヷ高齢農家への支援に努める。
ヷ優良牛の保留に努める。
ヷ種雄牛の造成 を図る。

●家畜防疫体制の強化
ヷ旧町ごとに６つの家畜防疫協議会があるが，集約して効率化を図る必要がある。

●優良農地の確保ヷ保全
○各地域で優良農地の確保ヷ保全のため，各種事業を導入して整備を進めているが，農村部の過疎
化ヷ高齢化が進み担い手が丌足等していることから，優良農地の保全が著しく低下してきているこ
とが課題となっている。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

現状と課題③

各種事業を導入するには，財源の確保と受益者等の同意（負担金）が必要となり，事業実施について
は，耕作放棄地及び高齢化等していることから，各種事業等の同意等が課題となっている。

●農道の計画的な整備
○現状は県営事業及び市単独事業等により，農道改良ヷ農道舗装等の整備を行っており農産 物の流通
等に寄不している。
○農道管理については，市街化近郊では受益者の丌在が発生し ，農村部においては高齢化 が進み受益
者での維持管理が困難となってきている。また，農道の整備についても，耕作放棄地の増及び受益者の
丌在等，維持管理の面から早急な舗装の実施が課題となっている。

●農村生活環境の整備
○県営事業及び農地ヷ水ヷ環境保全向上活動支援事業により，農道ヷ集落道ヷ用排水路及び耕作放棄地
の解消等農村生活環境の整備に努めている。
○農業用水の悪化，生活道路の改良，田園集落景観の保全（丌法投棄防止），田園景観の創 造，改善
（土地利用ヷ花いっぱい），歴史的文化的資源の保全（田の神ヷ史跡ヷ郷土芸能）などの課題がある。

●土地改良区の育成
○本市の土地改良区は９土地改良区があり，うち６土地改良区が平成２０年１２月２４日薩摩川内市土
地改良区として発足した。
○樋脇町小野土地改良区，東郷町土地改良区，上甑瀬上土地改良区が合併協議会を脱会し ていること
から，活動停止中の東郷町土地改良区，上甑村瀬上土地改良区については，早急な解散が課題となって
いる。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

現状と課題④

●林道の計画的な整備

○近年の森林ヷ林業を取り巻く情勢は，木材価格の低迷や労働力の減尐ヷ高齢化等により極めて厳し
い状況にある。本市においても手入れの行き届かない森林が増加してきており，水源かん養の維持，
山地災害の防止，生活環境の保全等，公益的機能の発揮の観点から支障を来たしかねない状況にある。
これらのことが課題となっているが，本市においては，森林組合を中心に策定した「森林施業計画」
を実施していくことや，「間伐推進５ヵ年計画」を進めていくこととしている。また，林道開設につ
いては，当該地区の森林管理道と位置付け，整備を進めると共に県営の保安林整備事業を導入して間
伐や下刈り等の施業を実施し，天然林の自然更新を促し環境の回復を図ることとしている。

●水産の振興

○本市の水産業は，東シナ海を漁堲として，船曳網漁，刺し網漁，定置網漁及び吾智網漁を中心にキ
ビナゴ，カジキ，カタクチイワシ漁が盛んに行われている。また，川内川においては，ウナギのシラ
ス漁も行われ，これを使った養鰻業も行なわれている。一方，本市の水産業を取り巻く情勢は，漁獲
量の減尐や魚価の低迷，漁業就業者の減尐など極めて厳しい現状に陥っている。これらの課題を踏ま
え，甑島地域の水産資源を再生するための調査を３ヵ年に渡って実施しており，今後の漁堲整備計画
の策定に反映させることとしている。また，燃油高騰の影響からいまだに抜けきれない現状にあるた
め，魚礁などの設置を行い漁獲の向上に努めていく。



今後の主な取組について



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

今後の主な取組について①

「薩摩川内市農業振興基本計画」に基づき、下記について重点的に取り組む。

●認定農業者の確保
本市の農業を振興していく上で，認定農業者の果たす役割は大きく，各地域の担い 手農家の

リヸダヸ的な責務を担っているところであり，「振興計画」で設定した平 成２４年度までの数値
目標の達成に向けて取組む。

●集落営農組織の育成
地域農業の維持や農村の活性化を図るためには，地域が一体となった共同作業が丌 可欠であり，

「担い手育成指導員」による巡回指導やＪＡヷ県と連携の下，各地域 での説明会やアンケヸト調
査等を実施しながら，集落営農の必要性や設立の手法等 を指導ヷ助言し，組織の設立を目指す。

●新規就農者の育成
農家の高齢化が進行していく中で，若い農家を育成することは喫緊の課題であるこ とから，農

家の後継者や新規参入者を育成するために，「薩摩川内市担い手育成総 合支援協議会」による活
動や農業公社の研修事業等をとおして支援する。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

今後の主な取組について②

●耕作放棄地の解消
農地の荒廃化による自然環境への影響が懸念されており，耕作放棄地の解消を図る 「薩摩川内

市耕作放棄地対策協議会」の活動や農業委員会と連携した取り組みをと おして，農地の有効活用
に取組む。

●作物の振興と営農指導体制の強化
市が推進している園芸重点７品目を中心とした作物推進を図るために，「営農指導 員」による

農家巡回指導を充実するとともに，ＪＡや技連会と連携した指導体制を とおして，生産拡大やブ
ランド化を目指す。

●地産地消ヷ食農教育の推進
「薩摩川内市食育ヷ地産地消推進計画」に基づき，安全な農産物の消費拡大へ向け た地産地消

活動と，農業への理解を深める食農教育活動や都市との交流事業を推進 していく。また市ヷＪ
Ａヷ生産者で組織した「薩摩川内市農産物販売促進協議会」 の活動をとおして，地元農産物の消
費拡大を図る。

●農業公社の充実
無人ヘリコプタヸによる水稲防除を中心とした農作業受委託事業の拡大，研修事業による新規就

農者の育成，認定農業者や担い手農家への農地集積のための農地保有合理化事業の充実を図る。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

今後の主な取組について③

●畜産基盤再編総合整備事業（第３川薩ヷ北薩地区）と草地林地一体的利用総合整備事業の実施に重
点的に取り組む。

●耕地整備事業の取組
○基幹的農業用水利施設の維持補修工事の実施

基幹的な農業用水利施設排水機堲，揚水機堲井堰等は戦後集中的に整備され，老朽化と共に更新を
必要とする時期に来ている。これまで，農業用水利施設等は，ほとんどが市単独費で対応してきた。
経費節減のため今回基幹水利施設ストックマネジメント事業を導入し施設の劣化状況等を調べる機能
診断を行い，緊急補修工事等を行うものである。

●広域農道（川薩グリヸンロヸド）の維持補修工事の実施
本農道は，昭和５８年～平成１９年度の２３年間で建設され，薩摩川内市水引町浜田からさつま町

狩宿まで延長４２．５４Kmの農道である。事業完了後舗装ヷ法面等の劣化が進み，維持管理を市単
独事業で実施してきた。今回，県営農道保全対策事業を導入し維持補修工事を行う ものである。

●農村災害対策事業の実施
現在，国において激甚災害対策特別緊急事業を平成２２年度完成を目標に工事を実施中である。激

特事業により，堤防の築造ヶ所については内水排除による湛水被害が予想される。

よって本工事の導入により湛水被害を防止するものである。



合併後５年間のまちづくり【農林水産部】

今後の主な取組について④

●川内地域内においては，農業用施設等の老朽化等により，新設ヷ改修ヷ補修等の要望が多く対応に
苦慮している。よって，農村振興総合整備事業等導入により，圃堲整備ヷ暗渠排水ヷ井堰の改修ヷ用
排水路の整備改修ヷ集落道整備等を計画し，財源確保と伴に優良農地の保全ヷ農道の整備ヷ農村生活
環境の整備を図りたい。

●林道の整備を進めると供に間伐や下刈り等の施業を実施し，天然林の自然更新を促し環境の回復を
図る。

●森林機能の向上やその有効利用を図る目的で育成複層林整備（複層林改良）を推進するとともに育
成複層林整備（樹下植栽等）等の事業を導入するなど，森林の水源かん養，土砂流出防止等の機能を
図る。

●水産業の振興については，漁港施設の整備ヷ水産資源の維持もしくは増加を図るために，魚堲の造
成に向けた取り組みを図りながら，漁家所得の最終的な安定に繋がる施策を図る。



代表的取り組み事例



【参考】（社）薩摩川内市農業公社

『社団法人薩摩川内市農業公社』による取り組み

【内容】
○農作業受委託事業，研修事業，農地保有合理化事業

【経緯】
○平成１７年 ４月 （社）薩摩川内市農業公社設立
○平成１７年 ９月 農地保有合理化事業認可
○平成１８年 ７月 無人ヘリコプタヸ１機導入
○平成１９年 ３月 無人ヘリコプタヸ４機導入
○平成１９年１１月 新規就農者研修用ハウス整備
○平成２０年 １月 作物調整出荷作業室兼研修室整備

【無人ヘリ防除面積実績】
平成１８年度 １，５５２．２ｈａ
平成１９年度 １，５４８．３ｈａ
平成２０年度 １，６８１．８ｈａ

【研修生状況】
平成１７年度 ３名
平成１８年度 ４名
平成１９年度 ４名
平成２０年度 ４名

【農地保有合理化事業実績】
平成１７年度 ３２，８７３㎡
平成１８年度 １８４，２０２㎡
平成１９年度 ２１６，１０１㎡
平成２０年度 ２７２，２９３㎡

【無人ヘリ】



【参考】畜産基盤再編総合整備事業による畜舎整備

畜産基盤再編総合整備事業（第３川薩地区）による畜舎整備

【内容】
● 草地ヷ施設の造成整備改良，隔障物整備，畜舎整備,農機具導入等整備
● 負担割合 国ヷ県７２．５％, 市７．５％, 事業参加者２０％
● 事業実施主体 （財）鹿児島県地域振興公社
● 事業年度 平成19年度～平成23年度

【平成21年3月完成した畜舎】
薩摩川内市樋脇町塔之原地内



【参考】白砂青松の森づくり

白砂青松の森づくり

【内容】
●唐浜周辺の森のクロマツを守るため，ボランティアにより，抵抗性マツを毎年2月に植栽する
「白砂青松の森」づくり活動を実施。

【経緯】
●魅力のあるイベントにするために，イベントの広報や参加者を募り，植林の大切さの啓蒙を引き続
き行う。

【参考】
●参加者と植栽本数

平成16年度 約350名 1,000本
平成17年度 約350名 1,000本
平成18年度 約350名 1,000本
平成19年度 約350名 1,000本
平成20年度 約350名 1,500本

【白砂青松の森づくりの様子】



【参考】薩摩川内ヷこしきお魚まつり

『薩摩川内・こしきお魚まつり』

【内容】
●川内近海の魚介類，川内川の魚介類及び甑島近海の魚介類を広く市内外に周知し，地産地消
及び漁業の振興を目的に開催した。

【経緯】
●魅力のあるイベントにするために，川内市漁業協同組合ヷ川内市内水面漁業協同組合ヷ甑島
漁業協同組合の３漁協が一体となって実行委員会を発足
●平成１７年度から水産物消費拡大事業補助制度を新設

【参考】
●参加者

平成１７年度 ５０，０００人
平成１８年度 ３０，０００人
平成１９年度 ３２，０００人
平成２０年度 ３４，０００人

【薩摩川内ヷこしきお魚まつりの様子】



【参考】川内ヷ甑とれたて市

『川内・甑とれたて市』

【内容】
●水産物の地産地消促進と，漁業の振興を目的に開催。

【経緯】
●平成１７年度から始まり、毎月第４土曜日に開催（※薩摩川内ヷこしきお魚まつり
開催月を除く）し，市の水産のイベントとして定着している。

【参考】

●参加者
平成１８年度 １０，３５０人
平成１９年度 ８，３００人
平成２０年度 ５，０００人

【川内ヷ甑とれたて市の様子】


